
静岡県言語・聴覚・発達障害教育東部地区研究会会則 
 
（総則） 
第１条 この会は、静岡県言語・聴覚・発達障害教育東部地区研究会といい、事務局を

東部地区内の言語・聴覚・発達障害児の通級指導教室設置校（園・所）に置く。 
この会の所在地は、伊東市立西小学校（伊東市幸町１－５）とする。 

 
第２条 この会は、言語・聴覚・発達障害の調査、診断、治療、教育、福祉等について

研究協議したり、知識や情報を交換し合ったりすることによって、障害に関す

る医療、教育、福祉等の推進を図ることを目的とする。 
 
 
第３条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

１、言語・聴覚・発達障害教育に関する東部地区研修会の開催 
２、言語・聴覚・発達障害教育に関する調査や、研究資料情報等の交換 
３、言語・聴覚・発達障害に関する福祉推進のための事業 
４、その他、関連諸団体、機関との連携等、目的達成のために必要な事業 

 
（組織） 
第４条 この会は、静岡県東部地区内の言語・聴覚・発達障害に携わる、治療教育関係

者、及びこの会の趣旨に賛同する人たちによって組織する。 
 

第５条 事務局は、総会で決定された業務を推進、執行する。その選出については、会

員の中で互選する。 
 
（経理） 
第６条 この会の経費は、会員から徴収する会費、その他の収入をこれにあてる。 

会費は、会員１名につき年額５００円とし、毎年４月に会計に納入する。 
 
第７条 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。 
 

付則 
１、平成１４年 ３月１１日 改正 
２、平成１８年 ３月 ３日 改正  （平成１９年４月１日 施行） 
３、平成１９年 ６月１４日 改正 
４、平成２９年 ４月 １日 改正  
５、平成３１年 ４月 １日 改正 


